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議案第２０５号

福岡市市税条例等の一部を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２７年９月１０日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，地方税法の一部改正に伴い，地域決定型地方税制特例措置に

よる固定資産税等に係る特例割合を定めるとともに，新規取得した軽四輪車等に係る軽自動

車税を環境性能に応じて軽減するグリーン化特例の導入及び国税における改正を踏まえた地

方税の猶予制度の見直しに伴う所要の改正を行う等の必要があるによる。

福岡市市税条例等の一部を改正する条例

　（福岡市市税条例の一部改正）

第１条　福岡市市税条例（昭和３６年福岡市条例第５３号）の一部を次のように改正する。

　　第６条の次に次の５条を加える。

　　（徴収猶予に係る徴収金の分割納付等）

第６条の２　市長は，法第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予（以下この節に

おいて「徴収の猶予」という。）をする場合には，当該徴収の猶予に係る徴収金の納付又

は納入について，当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予をする期間内において，

当該徴収の猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに

分割して納付し，又は納入させることができる。この場合においては，分割納付又は分

割納入の各納期限及び各納期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

２　前項の規定は，法第１５条第４項の規定による徴収の猶予をした期間の延長（次条第４

項において「徴収の猶予期間の延長」という。）について準用する。

　　（徴収猶予の申請手続等）

第６条の３　徴収の猶予（法第１５条第１項の規定によるものに限る。）の申請をしようとす

る者は，次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
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⑴　法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に

基づき当該猶予に係る徴収金を一時に納付し，又は納入することができない事情の詳

細

⑵　納付し，又は納入すべき徴収金の年度，種類，納期限及び金額

⑶　前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

⑷　当該猶予を受けようとする期間

⑸　分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか（分割納付又は分

割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては，分割納付又は分割納入の各

納期限及び各納期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。）

⑹　猶予を受けようとする金額が１００万円を超え，かつ，猶予期間が３月を超える場合に

は，提供しようとする法第１６条第１項各号に掲げる担保の種類，数量，価額及び所在

（その担保が保証人の保証であるときは，保証人の氏名及び住所又は居所）その他担

保に関し参考となるべき事項（担保を提供することができない特別の事情があるとき

は，その事情）

２　前項の申請書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴　法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

⑵　財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

⑶　猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び

支出の見込みを明らかにする書類

⑷　猶予を受けようとする金額が１００万円を超え，かつ，猶予期間が３月を超える場合に

は，地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「施行令」という。）第６条の１０の

規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

３　徴収の猶予（法第１５条第２項の規定によるものに限る。）の申請をしようとする者は，

次に掲げる事項を記載した申請書に，前項第２号から第４号までに掲げる書類を添付し，

これを市長に提出しなければならない。

⑴　当該猶予に係る徴収金を一時に納付し，又は納入することができない事情の詳細

⑵　第１項第２号から第６号までに掲げる事項

４　徴収の猶予期間の延長を申請しようとする者は，次に掲げる事項を記載した申請書に，

第２項第２号から第４号までに掲げる書類を添付し，これを市長に提出しなければなら



議案第２０５号

3

ない。

⑴　猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度，種類，納期限及び金額

⑵　猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し，又は納入することができないやむを

得ない理由

⑶　猶予期間の延長を受けようとする期間

⑷　第１項第５号及び第６号に掲げる事項

５　第２項又は前項の規定により添付すべき書類（第２項第４号に掲げる書類を除く。）に

ついては，これらの規定にかかわらず，法第１５条の２第４項に規定する災害等による徴

収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長をする場合において，当該

災害等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長を受けよう

とする者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると市長が認めるときは，添

付することを要しない。

６　法第１５条の２第６項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提

出を求められた者は，同条第７項の規定による通知を受けた日から２０日以内に当該申請

書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。

　　（職権による換価の猶予の手続等）

第６条の４　第６条の２の規定は，法第１５条の５第１項の規定による換価の猶予（以下こ

の条及び第６条の６において「職権による換価の猶予」という。）について準用する。こ

の場合において，第６条の２第１項中「する金額」とあるのは「する金額（その納付又

は納入を困難とする金額として施行令第６条の９の３第１項第１号に掲げる額から同項

第２号に掲げる額を控除した残額を限度とする。）」と，「ことができる」とあるのは「も

のとする」と読み替えるものとする。

２　市長は，職権による換価の猶予をする場合において，必要があると認めるときは，滞

納者に対し，前条第２項第２号から第４号までに掲げる書類の提出を求めることができ

る。

３　前項の規定は，法第１５条の５第２項において読み替えて準用する法第１５条第４項の規

定による職権による換価の猶予をした期間の延長について準用する。

　　（申請による換価の猶予の申請手続等）

第６条の５　第６条の２の規定は，法第１５条の６第１項の規定による換価の猶予（以下こ
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の条及び次条において「申請による換価の猶予」という。）について準用する。この場合

において，第６条の２第１項中「する金額」とあるのは「する金額（その納付又は納入

を困難とする金額として施行令第６条の９の３第１項第１号に掲げる額から同項第２号

に掲げる額を控除した残額を限度とする。）」と，「ことができる」とあるのは「ものとす

る」と読み替えるものとする。

２　申請による換価の猶予の申請をしようとする者は，当該申請に係る徴収金の納期限か

ら６月以内に次に掲げる事項を記載した申請書に，第６条の３第２項第２号から第４号

までに掲げる書類を添付し，これを市長に提出しなければならない。

⑴　当該猶予に係る徴収金を一時に納付し，又は納入することにより事業の継続又は生

活の維持が困難となる事情の詳細

⑵　第６条の３第１項第２号から第４号まで及び第６号に掲げる事項

⑶　分割納付又は分割納入の各納期限及び各納期限ごとの納付金額又は納入金額

３　法第１５条の６第３項において準用する法第１５条第４項の規定により申請による換価の

猶予をした期間の延長を申請しようとする者は，次に掲げる事項を記載した申請書に，

第６条の３第２項第２号から第４号までに掲げる書類を添付し，これを市長に提出しな

ければならない。

⑴　第６条の３第１項第６号に掲げる事項

⑵　第６条の３第４項第１号から第３号までに掲げる事項

⑶　前項第３号に掲げる事項

４　第６条の３第６項の規定は，申請による換価の猶予について準用する。

　　（担保の徴取）

第６条の６　市長は，徴収の猶予，職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をす

る場合には，その猶予に係る金額に相当する担保で法第１６条第１項各号に掲げるものを

徴さなければならない。ただし，その猶予に係る金額が１００万円以下である場合，その猶

予期間が３月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は，

この限りでない。

　　第１５条第２項中「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「施行令」という。）」を

「施行令」に改める。

　　第２３条の４第１項第３号中「第２条の３の６各号」を「第２条の３の６第１項各号」に
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改め，同条第４項中「第２０３条の５第４項」を「第２０３条の５第５項」に改める。

　　附則第１１条中「第１４５条第１項」を「第１４４条の８」に改める。

　　附則第２７条中第６項を第９項とし，第５項を第８項とし，第４項の次に次の３項を加え

る。

５　法附則第１５条第１８項本文に規定する条例で定める割合は，５分の３とし，同項ただし

書に規定する条例で定める割合は，２分の１とする。

６　法附則第１５条第３０項に規定する条例で定める割合は，２分の１とする。

７　法附則第１５条第３１項に規定する条例で定める割合は，２分の１とする。

　　附則第２７条に次の１項を加える。

１０　法附則第１５条の８第４項において読み替えて準用する法附則第１５条の６第２項に規定

する条例で定める割合は，３分の２とする。

　　附則に次の１条を加える。

　　（軽自動車税の税率の特例）

第３２条　法附則第３０条第１項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自動車に対する第

６０条の規定の適用については，当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日

までの間に初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項

及び第３項において「初回車両番号指定」という。）を受けた場合において，平成２８年度

分の軽自動車税に限り，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

２　法附則第３０条第２項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自動車（ガソリンを内

燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。）に対する第６０条の規定の適

第６０条第２号ア ３,９００円 １,０００円

６,９００円 １,８００円

１０,８００円 ２,７００円

３,８００円 １,０００円

５,０００円 １,３００円
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用については，当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合において，平成２８年度分の軽自動車税に限り，次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

３　法附則第３０条第３項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自動車（前項の規定の

適用を受けるものを除く。）に対する第６０条の規定の適用については，当該軽自動車が平

成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合におい

て，平成２８年度分の軽自動車税に限り，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

　

　（福岡市市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条　福岡市市税条例の一部を改正する条例（平成２６年福岡市条例第５５号）の一部を次の

ように改正する。

　　附則に１条を加える改正規定を次のように改める。

　　附則第３２条第３項中「附則第３０条第３項第１号」を「附則第３０条第５項第１号」に改

第６０条第２号ア ３,９００円 ２,０００円

６,９００円 ３,５００円

１０,８００円 ５,４００円

３,８００円 １,９００円

５,０００円 ２,５００円

第６０条第２号ア ３,９００円 ３,０００円

６,９００円 ５,２００円

１０,８００円 ８,１００円

３,８００円 ２,９００円

５,０００円 ３,８００円



議案第２０５号

7

め，同項を同条第４項とし，同条第２項中「附則第３０条第２項第１号」を「附則第３０条

第４項第１号」に改め，同項を同条第３項とし，同条第１項中「附則第３０条第１項第１

号」を「附則第３０条第３項第１号」に，「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定

による車両番号の指定（次項及び第３項において「初回車両番号指定」という。）」を「初

回車両番号指定」に改め，同項を同条第２項とし，同条に第１項として次の１項を加え

る。

　　法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が初めて

道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（以下この条において

「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年

度以後の年度分の軽自動車税に係る第６０条の規定の適用については，当分の間，次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。

　

　　附則第１項第４号中「附則に１条を加える改正規定」を「附則第３２条の改正規定」に改

める。

　　附則第１０項及び第１１項中「附則第３２条」を「附則第３２条第１項」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日から施行する。

⑴　次号及び第３号に掲げる規定以外の規定　公布の日

⑵　第１条中福岡市市税条例第２３条の４第１項第３号及び第４項の改正規定　平成２８年１

月１日

第６０条第２号ア ３,９００円 ４,６００円

６,９００円 ８,２００円

１０,８００円 １２,９００円

３,８００円 ４,５００円

５,０００円 ６,０００円
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⑶　第１条中福岡市市税条例第６条の次に５条を加える改正規定並びに同条例第１５条第２

項及び附則第１１条の改正規定並びに次項から附則第４項までの規定　平成２８年４月１日

　（徴収猶予，職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する適用区分）

２　第１条の規定による改正後の福岡市市税条例（以下「新条例」という。）第６条の２，第

６条の３及び第６条の６（地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号。以下

「改正法」という。）附則第１条第６号に掲げる規定による改正後の地方税法（昭和２５年法

律第２２６号。以下「２８年新法」という。）第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予

に係る部分に限る。）の規定は，前項第３号に掲げる規定の施行の日以後に申請される２８

年新法第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予について適用し，同日前に申請さ

れた改正法附則第１条第６号に掲げる規定による改正前の地方税法（以下「旧法」とい

う。）第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予については，なお従前の例による。

３　新条例第６条の４及び第６条の６（２８年新法第１５条の５第１項の規定による換価の猶予

に係る部分に限る。）の規定は，附則第１項第３号に掲げる規定の施行の日以後にされる

２８年新法第１５条の５第１項の規定による換価の猶予について適用し，同日前にされた旧法

第１５条の５第１項の規定による換価の猶予については，なお従前の例による。

４　新条例第６条の５及び第６条の６（２８年新法第１５条の６第１項の規定による換価の猶予

に係る部分に限る。）の規定は，附則第１項第３号に掲げる規定の施行の日以後に２８年新

法第１５条の６第１項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。

　（固定資産税に関する適用区分）

５　新条例附則第２７条第５項の規定は，平成２７年４月１日以後に取得された改正法第１条の

規定による改正後の地方税法（以下「新法」という。）附則第１５条第１８項に規定する家屋及

び償却資産に対して課すべき平成２８年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

６　新条例附則第２７条第６項の規定は，平成２７年４月１日以後に取得された新法附則第１５条

第３０項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋（協定避難用部分に限る。）

に対して課すべき平成２８年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

７　新条例附則第２７条第７項の規定は，平成２７年４月１日以後に取得された新法附則第１５条

第３１項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課すべき平成２８年度以

後の年度分の固定資産税について適用する。

８　新条例附則第２７条第１０項の規定は，平成２７年４月１日以後に新築された新法附則第１５条
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の８第４項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課すべき平成

２８年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

　（軽自動車税に関する適用区分）

９　新条例附則第３２条の規定は，平成２８年度分の軽自動車税について適用する。




